
- 1 -

令和４年 第７回農業委員会総会 議事録

１．日 時 令和４年６月１０日（金）午前９時２９分～

２．場 所 にかほ市金浦庁舎 第３会議室

３．委員総数 １２名

４．出席した委 １番 佐々木純子 ２番 加藤朋光 ３番 佐々木鋼記

員（１２名） ４番 須田貴志 ５番 齋藤一成 ６番 巴 朋之

７番 須藤孝子 ８番 須田 久 ９番 佐藤久美子

10番 森 孝良 11番 遠藤 豊 12番 小林 豊

（傍聴人 推進委員 伊藤盛雄）

５．欠席した委

員（０名）

６．総会議長 会長 小林 豊

７．議事録署名 ７番 須藤孝子 ８番 須田 久

委員

８．出席した事 事務局長 小森俊英 副主幹班長 村上裕子

務局職員 主任 舘岡里海

９．議事日程 第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会議書記の指名

第３ 会期の決定

第４ 諸般の報告

第５ 議案審議

報告第 ８号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合意解約)について

・・・【２件】

報告第 ９号 農地の転用事実に関する照会について

・・・【１件】

議案第１８号 農地法第３条の規定による賃借権設定の件について

・・・【１件】
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議案第１９号 農地法第３条の規定による所有権移転の件について

・・・【２件】

議案第２０号 農地転用事業計画変更承認申請に対する意見について

・・・【２件】

議案第２１号 農地法第５条の規定による使用目的変更に伴う賃借権設定の

件について ・・・【３件】

議案第２２号 農地法第５条の規定による使用目的変更に伴う所有権移転の

件について ・・・【１件】

議案第２３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定

について ・・・【６３件】

◆事務局長 ただ今より、令和４年第７回農業委員会総会を開催いたしま

す。はじめに、会長よりご挨拶をお願いいたします。

（開会 午前９時２９分）

◇議長 おはようございます。

６月に入ってから少し寒い日が続いておりまして、苗の色づ

きがまだ十分ではないという状況かなと思います。市内を回り

まして、去年まで作付けされていたと思われる水田が、今年作

付けされていない箇所がみられまして、残念だなと感じている

ところです。

５月３０日、３１日に上京しまして、全国農業委員会会長大

会に出席してまいりました。コロナ対策ということで、関係者

以外の人とは出来るだけ接触しないよう、都内の移動は全てバ

ス移動でありました。

３１日の午前中は、県選出国会議員への要請集会がありまし

たが、水稲作付けしない場合の減反の交付金対象外事案等につ

いて要請しております。

委員の皆さんにはこれから農地パトロール等、本格的に活動

していただくことになりますので、今後ともよろしくお願い申

し上げまして、あいさつといたします。
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◆事務局長 ありがとうございました。

それではこれより議事に移ります。議事の進行は、にかほ市

農業委員会会議規則第６条の規定に基づき会長が議長になりま

して進めさせていただきます。会長、よろしくお願いします。

◇議長 それでは審議に入る前に欠席者を報告します。本日は欠席の

届け出はありませんでした。

ただ今の出席委員は、委員総数１２名中１２名です。出席委

員は過半数に達しております。よって本日の会議は成立いたし

ます。

◇議長 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。

７番 須藤孝子委員 ８番 須田 久委員の両名にお願い

いたします。

◇議長 日程第２ 会議書記を指名いたします。

会議書記には、本日出席の事務局職員を指名いたします。

◇議長 日程第３ 会期の決定の件を議題といたします。

会議の会期は、本日１日限りと決定してご異議ございません

か。

・・・〈異議なしの声あり〉・・・

◇議長 ご異議ないようですので、会期は本日１日限りといたします。

◇議長 日程第４ 諸般の報告

５月２５日、県都市農業委員会会長会通常総会が開催される

予定でしたが、県内でのコロナウイルス感染者が連日報告され

ていた時期でもあり、書面による議決権行使の方法に変更され

ております。

５月３１日、全国農業委員会会長大会及び県選出国会議員要

請集会が東京都で行われまして出席しております。

◇議長 日程第５ 議案審議に入ります。

報告第８号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合意

解約)について上程します。事務局の説明を求めます。
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◆事務局長 それでは、議案書の５ページをお開きください。

報告第８号－１は、新たに利用権を設定するため合意解約す

るものであります。なお、新たな利用権の設定として、議案第

２３号－２へ上程されています。

報告第８号－２は、売買により所有権を移転するため合意解

約するものであります。なお、その所有権移転につきましては

議案第１９号－２へ上程されております。

◇議長 報告第８号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござい

ませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、報告第８号については同

意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次に、報告第９号 農地の転用事実に関する照会について上

程します。事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書６ページになります。農地の転用事実に関する照会が

秋田地方法務局本荘支局よりありました。

当該農地は象潟町字二本松地内の農地で、蚶満寺から北東約

１㎞にある地目が「田」の農地であります。位置図を７ページ、

分筆予定図を８ページに掲載しておりますが、登記上は一筆の

農地であります。その農地を分筆して一部を地目変更しようと

するものです。

分筆予定図にあるように、「A50-1」と「B50-2」は土地の形

質も異なっておりまして、農地として使用しているのは「A50-1」

であります。

「B50-2」は、いわゆる「九十九島」のひとつである「鹿 渡 島」
しかわたりじま

に隣接しており、現在は農道で分断されておりますが、昭和９

年に国指定天然記念物に指定された「鹿 渡 島」の一部であった
しかわたりじま

と思われます。

象潟前川地区ほ場整備事業を前に、文化財保護課で文化庁か

ら現地指導を受け、明治３年の切絵図と照合したところ、その

可能性が極めて高いとされ、保護のため地目変更するものです。
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現地につきましては、森 委員及び事務局職員が確認をした

上で非農地と判断し回答しております。

◇議長 報告第９号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござい

ませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見等ないようですので、報告第９号については

同意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声あり〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次に、議案第１８号 農地法第３条の規定による賃借権設定

の件について上程します。事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書９ページになります。議案第１８号につきましては、

賃借権の更新であります。契約条件並びに受人の経営状況は議

案に記載のとおりであり、農地法第３条第２項のいずれにも該

当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。

◇議長 議案第１８号の説明が終わりました。ご質問、ご意見はござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第１８号について許

可することに賛成の方の挙手をお願いします。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定いたします。

◇議長 次に議案第１９号 農地法第３条の規定による所有権移転の

件について上程します。事務局の説明を求めます。
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◆事務局長 議案第１９号について一括して説明いたします。議案書１０

ページ、１１ページになります。

議案第１９号－１につきましては、申請地は譲受人の所有す

る農地と隣接しており、現況は一区画の農地となっております。

譲渡人は農業をする意思もなく、譲受人は耕作上便利なことか

ら、贈与することで合意したものであります。

議案第１９号－２は、自己破産による債務整理のため農地を

売買するものであります。申請地の一部は報告第８号－２に係

る農地であり、規模を拡大したい譲受人の耕作する農地に隣接

していることなどから破産管財人との間で500,000円で合意した

ものであります。

それぞれの受人の経営状況は議案に記載のとおりであり、農

地法第３条第２項のいずれにも該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。

◇議長 議案第１９号－１及び２の説明が終わりました。ご質問、ご

意見はございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、はじめに議案第１９号－

１について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定いたします。

◇議長 次に議案第１９号－２について、許可することに賛成の方の

挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定いたします。

◇議長 次に議案第２０号 農地転用事業計画変更承認申請に対する

意見について と 議案第２１号 農地法第５条の規定による

使用目的変更に伴う賃借権設定の件についてを併せて上程しま

す。議案第２０号－１及び２、議案第２１号－１及び２につい

ては関連がありますので、一括して事務局の説明を求めます。
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◆事務局長 議案書は１２ページからになります。

議案第２０号－１及び２と議案第２１号－１及び２は、仁賀

保高原で稼働している風力発電設備の建て替え工事に係る農地

の一時転用の案件であり、内容は同じものになります。位置図

を２２ページ、申請の一部になりますが土地利用計画図を２３

ページに掲載しております。

平成１２年に農地転用の許可を受け１５基の風力発電設備が

仁賀保高原に建設されておりますが、建設から２０年を経過し

たことにより既設風車１５基の撤去と新設風車６基の建設のた

めの工事用通路や作業ヤードとして昨年９月、約８ｈａの転用

許可を申請し、同年１１月に許可されております。

今回、送電用の埋設ケーブルの撤去と新設のため、新たに約

３．３ｈａの面積を追加し、合計約１１．３ｈａの転用面積と

する計画変更の承認と、追加分の約３．３ｈａについて、改め

て許可を受けようとするものです。増加分の３．３ｈａの農地

区分は農振農用地区域内農地であるため、農地転用は原則不許

可でありますが、仮設等の一時的な利用でありますので、不許

可の例外として認められております。現地につきましては由利

地域振興局職員に確認してもらっています。

なお、転用面積の増加を伴わない変更、例えば法人である転

用事業者が合併・分割等により法人名が変わった場合などは変

更承認のみで足りますが、今回の場合は面積の増加を伴うため、

変更承認とは別に、増加分の転用許可を改めて受ける必要があ

ることから、このような議案構成、議案説明となったものです。

◇議長 議案第２０号－１及び２、議案第２１号－１及び２の説明が

終わりました。ご質問、ご意見等ございませんか。

（１０番 森 孝良委員 挙手）

◇１０番 今回、転用事業計画の変更ということで１３ページの変更前

森委員 計画と変更後計画を見ますと、ケーブル埋設の転用が追加され

ています。前回、つまり当初からケーブル埋設もセットで計画

されていたのではないかと考えられます。所有者や他の権利者

等との色々な調整等もあったかと思いますが、前回許可の６か

月後に変更の申請が提出されたことについて伺います。

◆事務局長 埋設ケーブルをそのまま引き続き使用するのか、新しいケー

ブルに更新するのかは、転用事業者からの申し出がなければこ

ちら側ではわかりません。
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前回の転用許可申請では申請書への押印が不要となっていた

ことから、確認のため、所有者等の転用への同意書提出を求め

たところです。今回の変更申請によって、ケーブル埋設は当初

から計画の一部であったのでは、と考えるところですが、前回

の許可申請の同意書には開発面積の記載もありましたが、ケー

ブル埋設部分の面積が含まれておりませんでしたので、改めて

所有者等からの同意を得て、今回の変更、追加の申請となった

ものです。

◇議長 他にご質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、はじめに議案第２０号－

１及び２について承認することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、承認相当の意見を付して知事に進達する

ことに決定します。

◇議長 続いて、議案第２１号－１及び２について許可することに賛

成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・

◇議長 挙手全員ですので、許可相当の意見を付して知事に進達する

ことに決定します。

◇議長 次の議案第２１号－３は、５番 齋藤一成委員に関連ありま

すので、農業委員会等に関する法律第３１条及びにかほ市農業

委員会会議規則第１８条、議事参与の制限に該当しますので退

席願います。

〈５番 齋藤一成委員退席〉 （午前９時５３分）

◇議長 議案第２１号－３について、事務局の説明を求めます。
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◆事務局長 議案書１５ページと２４ページからになります。

申請地は象潟町横岡字下長田地内の、上郷南部地区農業集落

排水施設から東に約560ｍにある地目が田の農地です。付近見取

図、位置図を３１ページ、３２ページに掲載しております。

申請者である借受人は、県の河川等環境維持修繕工事により、

付近を流れる清水川内の伐木・除根工事を請け負っております。

工事により発生する伐木・除根の集積場所を探していたものの、

工事区間である下長田橋から重利田橋の周辺には農地以外に適

当な土地が無かったため、保全管理されている申請地を選定し、

所有者、耕作者の同意を得られたことから、一時転用地として

申請するものです。

申請地は農振農用地区域内農地でありますが、仮設等の一時

的な利用でありますので、不許可の例外として認められており

ます。現地につきましては由利地域振興局職員及び巴 委員、

森 委員に確認していただいております。

◇議長 議案第２１号－３の説明が終わりました。ご質問、ご意見等

ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第２１号－３につい

て許可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可相当の意見を付して知事に進達する

ことに決定します。

５番 齋藤一成委員の入室を許可します。

〈５番 齋藤一成委員着席〉 （午前９時５６分）

◇議長 次の議案第２２号は ８番 須田 久委員に関連ありますの

で、農業委員会等に関する法律第３１条及びにかほ市農業委員

会会議規則第１８条、議事参与の制限に該当しますので退席願

います。

〈８番 須田久委員退席〉 （午前９時５７分）
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◇議長 それでは議案第２２号 農地法第５条の規定による使用目的

変更に伴う所有権移転の件について上程します。事務局の説明

を求めます。

◆事務局長 議案書３３ページからになります。

申請地は飛字飛ケ崎地内の宅地に隣接する農地となります。

位置図、付近見取図を３９ページ、４０ページに掲載しており

ますが、場所としては飛の分港から東に約１８０ｍ、市道飛１

号線に接する登記地目が畑の農地であります。

譲渡人は相続により農地を含む不動産を取得しましたが、県

外在住であり、またコロナ禍により家屋、宅地の管理のための

帰省も難しくなったこともあって、申請地と隣接する宅地の譲

受人を探していて、自治会への贈与で合意したものです。

譲渡人の要請を受けて自治会で有効活用を検討し、市道に接

していることなどから集落の駐車場として整備するものです。

申請地は都市計画の用途地域内農地であり、原則転用が許可

される第３種農地と判断しております。現地につきましては、

由利地域振興局職員及び小林会長と須藤委員に確認していただ

いております。

◇議長 議案第２２号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第２２号について許

可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可相当の意見を付して知事に進達する

ことに決定します。

８番 須田久委員の入室を許可します。

〈８番 須田久委員着席〉 （午前９時５９分）

◇議長 次に、議案第２３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用

地利用集積計画の決定について上程します。事務局の説明を求

めます。
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◆事務局長 議案書の４１ページからとなります。市長より、農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の規定による、農用地利用集積計

画の決定を求められております。利用権設定の計画が合わせて

６２件でありまして、うち賃借権の新規が１４件、再設定が４

６件、使用貸借権の新規と再設定が各１件で、利用権設定の総

面積は332,194㎡です。また、所有権の移転が１件で面積は1,51

5㎡となっております。以上の計画要請の内容は、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を全て満たしていると考え

ます。

それでは、議案第２３号－１から６までを説明いたします。

議案第２３号－１と２は、現況一区画の農地となっており、

同一の受人が利用権を設定するもので、１は賃借権の新設、２

は報告第８号に係る農地でありまして、使用貸借権の新設であ

ります。それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は、議案に

記載のとおりであります。

議案第２３号－３と４は賃借権の再設定であります。それぞ

れの契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記載のとおりで

あります。

議案第２３号－５と６は賃借権の新設であります。それぞれ

の契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記載のとおりであ

ります。

◇議長 議案第２３号－１から６までの説明が終わりました。ご質問、

ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第２３号－１から６

については、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求め

ます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。
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◆事務局長 議案第２３号－７から３１まで説明いたします。７から３１

までは全て賃借権の再設定となります。議案書４４ページから

です。

議案第２３号－７と８は賃借権の再設定であります。それぞ

れの契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記載のとおりで

あります。

議案第２３号－９と１０は受人が同一であり、いずれも賃借

権の再設定であります。それぞれの契約条件並びに受人の経営

状況は、議案に記載のとおりであります。

議案第２３号－１１から１９は受人が同一であり、いずれも

賃借権の再設定であります。それぞれの契約条件並びに受人の

経営状況は、議案に記載のとおりであります。

議案第２３号－２０は賃借権の再設定であります。契約条件

並びに受人の経営状況は、議案に記載のとおりであります。

議案第２３号－２１から２６は受人が同一であり、いずれも

賃借権の再設定であります。それぞれの契約条件並びに受人の

経営状況は、議案に記載のとおりであります。

議案第２３号－２７は賃借権の再設定であります。契約条件

並びに受人の経営状況は、議案に記載のとおりであります。

議案第２３号－２８と２９、３０と３１は、それぞれ受人が

同一であり、いずれも賃借権の再設定であります。それぞれの

契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記載のとおりであり

ます。

◇議長 議案第２３号－７から３１までの説明が終わりました。ご質

問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第２３号－７から３

１については、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求

めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。
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◆事務局長 議案第２３号－３２から３９まで説明いたします。議案書５

８ページからになります。

議案第２３号－３２から３５は受人が同一であり、３２と３

３は賃借権の新設、３４と３５は賃借権の再設定であります。

それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記載のと

おりであります。

議案第２３号－３６は賃借権の新設、３７と３８は受人が同

一の賃借権の再設定、３９は使用貸借権の再設定であります。

それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記載のと

おりであります。

◇議長 議案第２３号－３２から３９までの説明が終わりました。ご

質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第２３号－３２から

３９については、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を

求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第２３号－４０から６２について説明いたします。議案

書６２ページからになります。

議案第２３号－４０から６２は全て受人が同一であります。

４０から４７までは賃借権の新設、４８から６２までは賃借権

の再設定であります。それぞれの契約条件並びに受人の経営状

況は議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第２３号－４０から６２までの説明が終わりました。ご

質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・
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◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第２３号－４０から

６２については、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を

求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書７２ページになります。最後に議案第２３号－６３に

ついて説明いたします。

議案第２３号－６３は秋田県農業公社を通しての売買並びに

所有権移転であります。本件は今年の１月総会において農地法

第３条による所有権移転の許可を受けた農地になります。畑地

区のほ場整備区域内にある農地で、換地までまだ時間が残され

ていることから、農業公社を通した所有権移転に切り替えるも

のです。なお、売買価格は560,550円で１月総会時と変わりあり

ません。

◇議長 議案第２３号－６３の説明が終わりました。ご質問、ご意見

等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第２３号－６３につ

いては原案どおり承認することに、賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

以上をもって、本日の議事日程は全部終了しました。

これをもちまして総会を閉会いたします。ありがとうござい

ました。

（閉会 午前１０時９分）



- 15 -

本総会議事録は、にかほ市農業委員会会議規則第２７条の規定によりこれを

作成し、その次第に相違ないことを証明するために下記に署名押印する。

令和４年６月１０日

議事録署名委員

総会議長 会 長

委 員 ７ 番

委 員 ８ 番


